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条 例  

 

 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 29 日   

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 条 例 第 52 号  

   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す  

   る 条 例  

 （ 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 26 年 ３ 月 横 浜

市 条 例 第 15 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  
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  別 表 第 ４ か ら 別 表 第 ６ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 （ 横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例  

 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る

条 例 （ 平 成 17 年 12 月 横 浜 市 条 例 第  115 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  第 ４ 条 第 １ 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

号給  給料月額  

 

１  

     円 

 392,000  

２   440,000  

３   492,000  

４   555,000  

５   634,000  

６   740,000  

７   864,000  

 

 （ 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部  

 改 正 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （  

 昭 和 31 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 48 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 １ 項 中 「  100 分 の  125 」 を 「  100 分 の  127.5 」 に 、 「  

  100 分 の  105 」 を 「  100 分 の  107.5 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 10  

 0 分 の  125 」 を 「  100 分 の  127.5 」 に 、 「  100 分 の  68.75 」 を 「  

  100 分 の 70 」 に 、 「  100 分 の  105 」 を 「  100 分 の  107.5 」 に 、 「  

  100 分 の  58.75 」 を 「  100 分 の 60 」 に 改 め る 。  

  第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「  100 分 の  100 」 を 「  100 分 の  102.5 」

に 、 「  100 分 の  120 」 を 「  100 分 の  122.5 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号

中 「  100 分 の  51.25 」 を 「  100 分 の 52.5 」 に 、 「  100 分 の  61.25  

」 を 「  100 分 の 62.5 」 に 改 め る 。  

  第 ４ 条 第 ２ 項 中 「  100 分 の  125 」 を 「  100 分 の  127.5 」 に 、 「  

  100 分 の  225 」 を 「  100 分 の  230 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 適 用 ）  
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２  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 （ 以 下 「 新 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 及 び 第 ２ 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に

関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 令

和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 に  

 関 す る 特 例 措 置 ）  

３  令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 （ 同 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職 し

、 又 は 死 亡 し た 職 員 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し て 支 給

す る 同 日 に 係 る 期 末 手 当 に 関 す る 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横

浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新

期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 同 条 第 １ 項 中 「  100 分 の  127.5 」 と あ る の は 「  100 分 の  130 」

と 、 「  100 分 の  107.5 」 と あ る の は 「  100 分 の  110 」 と 、 同 条 第

２ 項 中 「  100 分 の 70 」 と あ る の は 「  100 分 の  71.25 」 と 、 「  100  

 分 の 60 」 と あ る の は 「  100 分 の  61.25 」 と す る 。  

 （ 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 勤 勉 手 当 に  

 関 す る 特 例 措 置 ）  

４  令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に 在 職 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 同 日 に 係 る

勤 勉 手 当 に 関 す る 新 期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 項 第 １ 号 中 「  100 分 の  102.5 」 と あ る の は 「 10  

0 分 の  105 」 と 、 「  100 分 の  122.5 」 と あ る の は 「  100 分 の  125  

」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「  100 分 の 52.5 」 と あ る の は 「  100 分 の 53.7  

5 」 と 、 「  100 分 の 62.5 」 と あ る の は 「  100 分 の  63.75 」 と す る

。  

 （ 市 長 等 及 び 議 員 に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ）  

５  横 浜 市 常 勤 特 別 職 職 員 の 給 料 及 び 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 31 年

８ 月 横 浜 市 条 例 第 25 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 長 等 及 び 横 浜

市 市 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 31 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 30 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 議 員 に 対

し て 支 給 す る 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に 係 る 期 末 手 当 に 関 す る 新 期 末 ・

勤 勉 手 当 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 10  

0 分 の  230 」 と あ る の は 、 「  100 分 の  235 」 と す る 。  

 （ 委 任 ）  

６  附 則 第 ３ 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行

に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

 （ 給 与 の 内 払 ）  

７  新 給 与 条 例 又 は 新 任 期 付 職 員 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い

て は 、 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 又 は 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付
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職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 職 員 に

支 払 わ れ た 給 与 は 、 そ れ ぞ れ 新 給 与 条 例 又 は 新 任 期 付 職 員 条 例 の

規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。  




